
人事院公示第６号

人事院は、人事院規則８―１８（採用試験）第３条第４項、第４条第３項、第

６条第１項及び第８条第３項の規定に基づき、平成２６年人事院公示第２２号の

一部改正に関し、次のとおり決定した。

令和５年３月１５日

人事院総裁 川 本 裕 子

１ 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

１ 人事院規則８―１８（採用試験） １ 人事院規則８―１８（採用試験）

（以下「規則」という。）第３条第 （以下「規則」という。）第３条第

４項の人事院が定める名称は、次の ４項の人事院が定める名称は、次の

各号に掲げる経験者採用試験である 各号に掲げる経験者採用試験である

採用試験の種類（以下単に「種類」 採用試験の種類（以下単に「種類」

という。）に応じ、それぞれ当該各 という。）に応じ、それぞれ当該各

号に定める名称とする。 号に定める名称とする。

一～六 （略） 一～六 （略）

七 内閣官房令第２条第７号（同号 七 内閣官房令第２条第７号に掲げ

イに係る部分に限る。）に掲げる る官職を対象とし、内閣官房令第

官職を対象とし、内閣官房令第３ ３条に規定する大卒程度の者に対

条に規定する大卒程度の者に対し して行う採用試験 経済産業省経

て行う採用試験 国土交通省経験 験者採用試験（課長補佐級（事

者採用試験（係長級（事務）） 務））

八 内閣官房令第２条第７号（同号 八 内閣官房令第２条第８号に掲げ

ロ及びハに係る部分に限る。）に る官職を対象とし、内閣官房令第



掲げる官職を対象とし、内閣官房 ３条に規定する大卒程度の者に対

令第３条に規定する大卒程度の者 して行う採用試験 国土交通省経

に対して行う採用試験 国土交通 験者採用試験（係長級（技術））

省経験者採用試験（係長級（技

術））

九 内閣官房令第２条第８号に掲げ 九 内閣官房令第２条第９号に掲げ

る官職を対象とし、内閣官房令第 る官職を対象とし、内閣官房令第

３条に規定する大卒程度の者に対 ３条に規定する大卒程度の者に対

して行う採用試験 観光庁経験者 して行う採用試験 観光庁経験者

採用試験（係長級（事務）） 採用試験（係長級（事務））

十 内閣官房令第２条第９号に掲げ 十 内閣官房令第２条第１０号に掲

る官職を対象とし、内閣官房令第 げる官職を対象とし、内閣官房令

３条に規定する大卒程度の者に対 第３条に規定する大卒程度の者に

して行う採用試験 気象庁経験者 対して行う採用試験 気象庁経験

採用試験（係長級（技術）） 者採用試験（係長級（技術））



別表第１ 別表第１

種類ごとの名称 区分試験 区分試験の対象となる官職 種類ごとの名称 区分試験 区分試験の対象となる官職

国土交通省経験 本省 内閣官房令第２条第７号（同号ロに係る 国土交通省経験 本省 内閣官房令第２条第８号（同号イに係る

者採用試験（係 部分に限る。）に掲げる官職のうち、国土 者採用試験（係 部分に限る。）に掲げる官職のうち、国土

長級（技術）） 交通省の内部部局（本省に置かれる職を含 長級（技術）） 交通省の内部部局（本省に置かれる職を含

む。）における主として都市計画及び都市 む。）における主として都市計画及び都市

計画事業、下水道、河川等の整備及び管 計画事業、下水道、河川等の整備及び管

理、砂防、道路の整備及び管理、住宅の供 理、砂防、道路の整備及び管理、住宅の供

給、建築物の質の向上、道路運送車両の安 給、建築物の質の向上、道路運送車両の安

全の確保及び道路運送車両に係る環境の保 全の確保及び道路運送車両に係る環境の保

全、船舶の安全の確保、港湾等の整備及び 全、船舶の安全の確保、港湾等の整備及び

管理、航空運送及び航空に関する事業の発 管理、航空運送及び航空に関する事業の発

達、改善及び調整、航空機の安全の確保、 達、改善及び調整、航空機の安全の確保、

空港等の管理に関連する環境対策、官公庁 空港等の管理に関連する環境対策、官公庁

施設の整備及び官公庁施設に関する指導等 施設の整備及び官公庁施設に関する指導等

に関する事務に従事することを職務とする に関する事務に従事することを職務とする

官職 官職

国土地理 内閣官房令第２条第７号（同号ハに係る 国土地理 内閣官房令第２条第８号（同号ロに係る

院 部分に限る。）に掲げる官職のうち、国土 院 部分に限る。）に掲げる官職のうち、国土

地理院における主として土地の測量及び地 地理院における主として土地の測量及び地

図の調製に関する事務に従事することを職 図の調製に関する事務に従事することを職

務とする官職 務とする官職

地方整備 内閣官房令第２条第７号（同号ハに係る 地方整備 内閣官房令第２条第８号（同号ロに係る

局・北海 部分に限る。）に掲げる官職のうち、地方 局・北海 部分に限る。）に掲げる官職のうち、地方

道開発局 整備局若しくは北海道開発局における主と 道開発局 整備局若しくは北海道開発局における主と



して河川等、道路若しくは港湾等の整備及 して河川等、道路若しくは港湾等の整備及

び管理、官公庁施設の整備及び官公庁施設 び管理、官公庁施設の整備及び官公庁施設

に関する指導等に関する事務又は北海道開 に関する指導等に関する事務又は北海道開

発局における主として農地の保全等に関す 発局における主として農地の保全等に関す

る事務に従事することを職務とする官職 る事務に従事することを職務とする官職

別表第２ 別表第２

種類ごとの名称 区分試験 試験種目 種類ごとの名称 区分試験 試験種目

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

国土交通省経験 基礎能力試験、経験論文試験、人物試験 経済産業省経験 基礎能力試験、総合事例研究試験、経験

者採用試験（係 及び総合評価面接試験 者採用試験（課 論文試験、人物試験及び総合評価面接試験

長級（事務）） 長補佐級（事

務））

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

別表第４ 別表第４

種類ごとの名称 区分試験 受験資格 種類ごとの名称 区分試験 受験資格

経験者採用試験 規則第１９条の規定により告知された当 経験者採用試験 規則第１９条の規定により告知された当

（係長級（事 該採用試験の規則第２４条に規定する最終 （係長級（事 該採用試験の第１次試験の日の属する年度

務）） の合格者を発表する日の属する年度（４月 務）） （４月１日から翌年の３月３１日までをい

１日から翌年の３月３１日までをいう。） う。）（以下「試験年度」という。）の４

（以下「試験年度」という。）の４月１日 月１日において、学校教育法（昭和２２年

において、学校教育法（昭和２２年法律第 法律第２６号）に基づく大学（短期大学を

２６号）に基づく大学（短期大学を除き、 除き、同法第１０４条第７項第２号の規定

同法第１０４条第７項第２号の規定により により大学に相当する教育を行うものとし

大学に相当する教育を行うものとして認め て認められた課程を置く教育施設を含

られた課程を置く教育施設を含む。）若し む。）若しくはこれに相当する外国の大学

くはこれに相当する外国の大学（これに準 （これに準ずる教育施設を含む。）（以下



ずる教育施設を含む。）（以下「大学等」 「大学等」という。）を卒業した日又は同

という。）を卒業した日又は同法に基づく 法に基づく大学の大学院の課程（同号の規

大学の大学院の課程（同号の規定により大 定により大学院の課程に相当する教育を行

学院の課程に相当する教育を行うものとし うものとして認められたものを含む。）若

て認められたものを含む。）若しくはこれ しくはこれに相当する外国の大学（これに

に相当する外国の大学（これに準ずる教育 準ずる教育施設を含む。）の課程（以下

施設を含む。）の課程（以下「大学院の課 「大学院の課程等」という。）を修了した

程等」という。）を修了した日のうち最も 日のうち最も古い日から起算して２年を経

古い日から起算して２年を経過した者 過した者

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

国土交通省経験 試験年度の４月１日において、大学等を 経済産業省経験 試験年度の４月１日において、大学等を

者採用試験（係 卒業した日又は大学院の課程等を修了した 者採用試験（課 卒業した日又は大学院の課程等を修了した

長級（事務）） 日のうち最も古い日から起算して７年を経 長補佐級（事 日のうち最も古い日から起算して８年を経

過した者 務）） 過した者

（略） （略） （略） （略） （略） （略）



２ この決定による改正は、令和５年４月１日から効力を発生する。


